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１ 日課について（３ページの日課比較表を参照） 
    

   

 

 

   今年度までは、文部科学省の学習指導要領で定められた年間授業時数を大きく上回る設定をして

いましたが、文部科学省は、余剰時数を精査する必要があると説いています。これを受けて、今年度、沼

津市では次年度の週時数を中学校では週２７時間程度にする見直しを図ってきました。各校が余剰時

数を精査することで、曜日等の差異はあるものの、週あたり２７時間の教育課程の実施が可能になりま

した。 

これに伴い、行事や特別活動の見直しも併せて行い、生徒がより主体的に取り組めるよう教育活動

の検討もしております。また、教職員がより質の高い授業の準備に時間を費やせるようにし、学校全体

の教育の質を向上させていきたいと考えております。 

 

※中体連前は６時間目をカットし、部活動時間を充実させるなど、行事等の関係で週あたりの時数を 

変更する場合もあります。 

※「読書」の時間は、言語科（読解の時間）等と関連付けて、授業の中で充実させていきます。 

 
２ 潮騒祭開催日について 
   〈文化の部〉 令和７年１０月１６日（木）    〈体育の部〉 令和７年１０月１７日（金） 

   ※連日開催とします。 

   ※今年度の文化の部実施日は猛暑で体育館のWBGTの値が高く、熱中症が心配されました。 

     来年度も猛暑が続き、１０月上旬でも暑いことが予想されるため後ろに下げました。 

   ※当日に向け、練習段階から生徒の主体的かつ計画的に臨む姿勢を育んでいきたいと考えていま

す。（２週間開け開催の時には、合唱と体育の部の練習が最初から分けられていたことから） 

 

し お         ざ い  

 

立春寒波以来、三寒四温を繰り返しながらようやく春らしい季節を迎え

ました。南門の河津桜は今や満開です。今日は桃の節句、生徒玄関に飾

られた雛人形は春到来に朗らかな表情を見せています。 

さて、３年生は、明後日からの二日間、公立高校の入試に臨みます。い

よいよ学校も最終章に入ってきました。学校では、２学期末に実施した学

校評価の結果をもとに、今年度の振り返りと次年度の教育課程について

会議を行っています。現在決定していることで、次年度から変更する点や

新たに行う内容等について、主なものをお知らせいたします。 

なお、生徒には７日の全校集会にて伝達を行います。日課表や行事予

定、関係する文書等は、４月に令和７年度版として改めて配付いたします。

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

草の戸も住み替はる代ぞ雛の家 
                   松尾芭蕉 
端然と恋をして居る雛かな 

 夏目漱石 
 

①週時間数  Ｒ６週２９時間 （月５時間、火～金６時間）→Ｒ７週27時間 （月・木・金５時間、火・水６時間） 

②朝の会の時間 Ｒ６ １０分間 → Ｒ７ ５分間 ※以下全体を５分ずつ前倒し 

③最大完全下校 Ｒ６ 17:00  → Ｒ７ 16:30 

1 



３ 担任ローテーションについて 
   １・2 学年を対象に、年間で２回程度（前後期で１回を予定）、朝の会、給食の時間、帰りの会を基本

として担任のローテーションを行います。 

 

〈主なねらい〉 

・一人一人の生徒を複数の教員で指導・支援する意識を高める。〈教員〉 

・授業外の生活面で関わる時間を増やすことで、複数の教員の多様な見方で生徒の変化を見取

る。また、生徒は相談できる窓口が増え、話しやすい教員に相談することができる。〈教員〉〈生徒〉 

・安定した学校生活を送るために、基本的なルールがクラスによって変わることがないよう、朝の会

等の流れを揃えるなど、学年内のユニバーサルデザイン化を図り、ローテーションしながら見直し

を図る。〈教員〉〈生徒〉 

 

※現１年生は、今年度試行的に実施しました。成果と課題を踏まえ、次年度に生かします。 

※本校では既に、道徳の授業では学年内ローテーションを実施しています。  

※原小では、次年度より５・６年生で「学年担任制」を実施します。 

学年担任制…学級を一人の担任が固定して１年間担当するのに対して、学年担任制は、複数 

の教員が、一定期間、ローテーションしながら担当する制度。 

     ※中学校では、今年度、第三中が１・2年生を対象に「学年担任制」として取り組みました。 
 
 
４ 制服について 
①新１年生の制服変更に伴い、希望がある場合は、現１・2年生も購入することができます。 
②新１年生が着用するポロシャツについては、現１・2 年生が現行の制服（現在の学ランのズボン、セ

ーラー服の スカート）に合わせて着用することも可能です。 

     

              ※参考：学校だより「潮騒」NO.６（令和６年９月６日発行）掲載 新制服  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
５ 部活動地域展開について（沼津市教育委員会の方針） 
   ４・５ページ「ヌマカツ推進だより」に示されている方針に鑑み、本校でも柔軟に対応していきます。 

生徒には、この便りを基に説明を行います。質問等は、便りにある窓口にお願いいたします。沼津市の

方針として回答され、市内全体で共有する流れになっています。 

   なお、新入生説明会の折にも便りを配付し、説明をしました。 
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月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

５時間 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間 ５時間 ５時間

登校時間 登校時間

朝の会 朝の会

１校時 １校時

２校時 ２校時

３校時 ３校時

４校時 ４校時

給　食 給　食

昼休み 昼休み

５校時 ５校時

６校時 ６校時
14:20
15:10

14:20
15:10

清掃
読書

読書
14:20
14:30

清掃
15:20
15:30

読書
15:20
15:30

清掃
15:20
15:30

清掃
清掃
15:15
15:25

清掃
14:15
14:25

帰りの会
14:35
14:45

14:20
14:30

15:35
15:45

帰りの会
14:15
14:25

15:30
15:40

15:15
15:25

14:15
14:25

14:30
14:40

部活動
生徒会活動

14:40
15:30

15:55
16:45

部活動
15:50
16:20
(30)

15:35
16:20
(45)

※必要に応じて

(生徒会活動)

14:35
15:25
(50)

14:50
15:50
(60)

最大
完全下校 15:00

生徒会活動

15:45 17:00 最大
完全下校 14:40 16:30 16:30

※必要に応じて

(生徒会活動)

15:35
16:00

年間
下校時刻

年間
下校時刻

15:55
16:45

17:00

 4/5 ～10/18  16:45 17:00
10/21～11/22  16:30 16:45
11/25～ 1/31  16:15 16:30
 2/1 ～ 3/20  16:30 16:45

 4/5 ～10/18  16:20 16:30
10/21～ 1/31  16:05 16:15
 2/1 ～ 3/20  16:20 16:30

13:00～13:20(20) 12:55～13:15(20)

13:25～14:15 13:20～14:10

14:25～15:15

15:35
15:45

10:35～11:25 10:30～11:20

11:35～12:25 11:30～12:20

12:25～13:00(35) 12:20～12:55(35)

 8:15～ 8:25(10)  8:15～ 8:20(5)

 8:35～ 9:25  8:30～ 9:20

 9:35～10:25  9:30～10:20

日課比較表
R6 R7

 8:00～ 8:15(15)  8:00～ 8:15(15)
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～沼津市における部活動地域移行～

ヌマカツ推進だより
令和７年度以降の休日部活動の扱い

Vol.６

令和７年１月20日

沼津市教育委員会
TEL 055-934-4821
FAX 055-931-8977

Mail:kyouiku-ki@city.numazu.lg.jp

実証事業を通して成果や課題を検証

【移行目標年度】
休日活動 ⇒ 令和10年度(夏)  ／ 平日活動 ⇒ 令和13年度(夏)

少子化による影響（例）
・部員数の減少で相次ぐ廃部、活動できる部活の種目が少なく、やりたい部活がない。
・団体競技では単独校でチーム編成できず合同チーム編成が続出（移動等の負担発生）。
・小規模校化により教員も減少し、顧問を複数配置できず、活動の安全確保が難しい。
▶これまでの学校単位による部活動は「持続困難」な状況になっている。

沼津市部活動地域移行の
公式サイト

様々な関係者を集めた協議会で意見を伺い策定した「取組方針」では、大切にすべき考え方や
地域移行の目標年度等を示しました。
多くの課題があるため、国からは「休日」活動から地域移行するよう求められており、全てを
一気に変えるのではなく、段階的に移行作業を進めていきます。

深刻な少子化を背景に、国から部活動改革が求められており、全国各地で
取組が行われています。沼津市では令和６年５月に取組方針を策定し、試行
的な取組となる実証事業や関係者との協議・調整を進めています。
このような中、令和７年度夏以降の休日活動について、一部の種目で学校
部活動を終了し、地域クラブ活動(ヌマカツ)に移行するのでお知らせします。

地域移行の背景／学校部活動の現状

市における地域移行の取組

沼津市では地域移行に
先立ち、学校部活動の
在り方を見直し、右図
のとおり、全校統一で
運用しています

【基本方針】
子供が希望する活動や体験、学びの機会を維持・充実させた新たな環境を地域総がかりで実現

令和７年度夏以降の休日活動が変わる 休日のみの変更で、
平日は引き続き
学校部活動となる
ことに注意です

種目によって環境が大きく異なるため、種目ごと実証事業などを
通して、関係者と検討・協議を行ってきました。
その結果、令和７年度夏以降の休日活動について、「サッカー」

「陸上競技」の2種目は学校部活動を終了し、地域クラブ活動（ヌ
マカツ）へ移行します。
同様に、「バレーボール」「野球」「剣道」「ソフトボール」の

4種目は、令和8年度夏の休日移行に向けて準備・調整を進めます。
なお、市立沼津中等部については、別途検討中です。

Ｒ７夏以降（9月を予定）

サッカー 陸上競技

Ｒ８夏以降

バレー
ボール

野球 剣道
ソフト
ボール

※他の種目については方針等が決定次第、
随時お知らせします。

休日活動が地域クラブ活動（ヌマカツ）になることで、プラスの
面、マイナスの面の両方が発生します。具体例として、次の項目が
挙げられます。
〇選択できる種目の幅が広がる
（自校の部活にはないやりたい種目等が選択可能に）
〇より専門的な指導が受けられる
〇自転車での移動が可能／エリア制となり移動距離が短くなる
△会費負担が発生する
△活動場所が自校ではなくなり、移動の負担が発生する
△指導者が平日と休日で異なる 4 



【野球】
〇兼職兼業の教員が指導の中心を担う新たな体制を構築
〇令和７年度夏以降はエリア制（３チームを想定）への移行を見据えて合同活動を試行
〇令和８年度夏以降、休日の学校部活動は終了し、エリア制によるクラブ活動（ヌマカツ）へ移行

【陸上競技】
〇既に地域・民間クラブが複数存在するため、受け入れ条件の整ったクラブを市教育委員会が認定し、
認定したクラブを生徒・保護者に提示し、個々でクラブを選択

〇令和７年７～８月は準備・試行期間とし９月から本格稼働

【バレーボール】
〇兼職兼業の教員を中心とした指導を行う体制を沼津市バレーボール協会と構築
〇令和７年度は、男子バレー部がない学校でも、女子バレー部に男子が練習参加で
きる環境の検討（※新１年生に限る）や協会主催によるバレーボール教室の実施
〇令和８年度夏以降、休日の学校部活動は終了し、エリア制によるクラブ活動
（ヌマカツ）へ移行（※環境が整えば平日の同時移行も検討）

【ソフトボール】
〇令和８年度夏以降、休日の学校部活動は終了し、既存または新設される地域・民間クラブでの活動へ
移行

お問い合わせ先：沼津市教育委員会事務局教育企画課内メールbukatsu@city.numazu.lg.jp

質問等を受け付けます

下記メールアドレス宛
に連絡をお願いします

質問・回答内容は、
市ＨＰ上で公開します

種目ごとの休日移行の内容（予定）

生徒の活動スタイル

休日活動が地域クラブ活動（ヌマカツ）に移行されることで、様々な活動パターンが生まれます。
生徒・保護者の志向や生活スタイルにあわせて、各々が選択していくことになります。

休日移行した種目では、
原則、大会や試合へは
休日のクラブ単位での
参加になります

【サッカー】
〇指導は兼職兼業の教員中心、クラブ運営をアスルクラロが
サポートする新たなクラブを立ち上げ
〇令和７年７～８月は準備・試行期間とし９月から本格稼働

⚽エリア制（３チーム）を想定

【西】今沢・浮島・原・愛鷹
【東】第五・門池・金岡・大岡(・中等部)
【南】第一・第二・第三・第四・片浜・

大平・静浦・長井崎・戸田

バレーボールの
詳細は、こちら
で確認ください。

初めから学校部活動に入部
せず、地域・民間クラブに
所属する生徒も増えてます
（※R４調査で25％がクラブ所属）

休日活動の地域移行スタートに伴う措置

〇令和７年度当初から「サッカー」「野球」「剣道」の活動を希望し、
自校に部がない生徒は、近隣の学校部活動に参加できる仕組みを
導入します。（※休日の活動に限る。原則、新1年生に限る。）
〇その他の支援措置等も検討・準備しています。詳細については、
令和７年４月にお知らせ予定です。

※サッカーの事例（種目ごと異なります）

【剣道】
〇沼津市剣道連盟を中心にセントラル制（活動場所を１か所に集約）による体制を構築
〇現在行っている実証事業によるセントラル制の活動を継続（令和７年４月～実証事業を継続）
〇令和８年度夏以降、休日の学校部活動は終了し、セントラル制によるクラブ活動（ヌマカツ）へ移行
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